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Ⅰ ． 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に つ い て  
１ ． 事 業 者 の 名 称  

株 式 会 社 ピー ス ファ ク ト リー  
 

   ２ ． 管 理 者 （若 し く は そ の 代 理 ⼈） の ⽒ 名 ⼜ は 職 名、 所 属 及 び 連 絡 先  
管 理 者 名 ： 個 ⼈ 情 報 保 護 管 理 者   佐 藤   梓 奈  
所 属 部 署 ： 株 式 会 社 ピー ス ファ ク ト リー  
連 絡 先 ： 電 話 03(6722)0970  
 

３ ． 個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ ⽬ 的  
分 類  利 ⽤ ⽬ 的  

（１） ご 本 ⼈ よ り 直 接 書 ⾯ 等 （ホー ム ペー ジ や 電 ⼦ メー ル 等 に よ る も の を 含 む。 以 下 「書 ⾯」 と 
い う） に 記 載 さ れ た 個 ⼈ 情 報 を 取 得 す る 場 合 の 利 ⽤ ⽬ 的。 及 び 保 有 個 ⼈ デー タ の 利 ⽤ ⽬ 的  

 a. お 客 様 情 報  ウェ ブ サ イ ト 制 作・ シ ス テ ム 開 発 に お け る 納 品、 関 連 す る ア フ ター サー 
ビ ス、 保 守 運 ⽤、 新 商 品・ サー ビ ス の 案 内 の た め  

b. 株 主 情 報  情 報 公 開、 配 布 物 の 送 付、 連 絡 の た め  

c. 取 引 先 情 報  商 談 及 び 業 務 上 の 諸 連 絡、 受 発 注 業 務、 請 求 ⽀ 払 業 務 の た め  

d. 従 業 者 情 報  従 業 者 の ⼈ 事 労 務 管 理、 業 務 管 理、 健 康 管 理、 セ キュ リ ティ 管 理 の た め  

e. 採 ⽤ 応 募 者 情 
報  

採 ⽤ 業 務 の た め  

f. お 問 合 せ 者 情 
報  

お 問 合 せ に お 答 え す る た め  

（２） ご 本 ⼈ よ り 直 接 書 ⾯ 以 外 の ⽅ 法 で 個 ⼈ 情 報 を 取 得 す る 際 の 利 ⽤ ⽬ 的  
 お 客 様 情 報  ウェ ブ サ イ ト 制 作・ シ ス テ ム 開 発 に お け る 納 品、 関 連 す る ア フ ター サー 

ビ ス、 保 守 運 ⽤、 新 商 品・ サー ビ ス の 案 内 の た め  
 協 ⼒ 会 社 要 員 情 報  委 託 先 の 協 ⼒ 会 社 要 員 情 報 を 取 得 す る 場 合  

採 ⽤ 応 募 者 情 報  ハ ロー ワー ク や リ ク ナ ビ・ マ イ ナ ビ 等 就 職 斡 旋 サ イ ト や ⼈ 材 紹 介 会 社 か 
ら の 採 ⽤ 応 募 者 は 採 ⽤ 業 務 の た め  

 
上 記 ３ の う ち、 保 有 個 ⼈ デー タ の 利 ⽤ ⽬ 的 は、 （１） a. 〜 f. で す。  

 

４ ． 個 ⼈ 情 報 の 第 三 者 提 供  
当 社 で は 取 得 し た 個 ⼈ 情 報 を、 業 務 ⽬ 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 に お い て、 以 下 の 要 領 で 第 三 者 に 提 供 
す る 場 合 が ご ざ い ま す。  
（１） 第 三 者 に 提 供 す る ⽬ 的  新 商 品・ サー ビ ス に 関 す る お 知 ら せ の た め  
（２） 提 供 す る 個 ⼈ 情 報 の 項 ⽬  ⽒ 名、 住 所、 会 員 番 号、 Ｅ メー ル ア ド レ ス  
（３） 提 供 の ⼿ 段 ⼜ は ⽅ 法  記 憶 媒 体 に パ ス ワー ド を か け て 保 存 し た 上 で、 宅 配 便 に よ り 送 付 

し ま す。  
（４） 提 供 を 受 け る 者 の 組 織 の 

種 類、 属 性  
サー バー 管 理 会 社 等  
 

（５） 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に 関 す 
る 契 約  

機 密 保 持 契 約 に よっ て 提 供 先 が 適 切 に 個 ⼈ 情 報 保 護 を ⾏ な う よ う 
義 務 付 け て い ま す。  

 
当 社 は、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き、 お 客 様 の 個 ⼈ 情 報 を 第 三 者 に 提 供 す る こ と は ご ざ い ま せ ん。  
（１） ご 本 ⼈ 様 の 同 意 が あ る 場 合  
（２） 法 令 に 基 づ く 場 合  
（３） ⼈ の ⽣ 命、 ⾝ 体 ⼜ は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る 場 合 で あっ て、 ご 本 ⼈ 様 の 同 意 を 得 る こ と が 

困 難 な 場 合  
（４） 公 衆 衛 ⽣ の 向 上 ⼜ は 児 童 の 健 全 な 育 成 の 推 進 の た め に 特 に 必 要 が あ る 場 合 で あっ て、 ご 本 ⼈ 様 の 

同 意 を 得 る こ と が 困 難 な 場 合  
 
（５） 国 の 機 関 も し く は 地 ⽅ 公 共 団 体 ⼜ は そ の 委 託 を 受 け た 者 が 法 令 の 定 め る 事 務 を 遂 ⾏ す る こ と に 対 

し て 協 ⼒ す る 必 要 が あ る 場 合 で あっ て、 ご 本 ⼈ 様 の 同 意 を 得 る こ と に よっ て 当 該 事 務 の 遂 ⾏ に ⽀ 
障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合  

（６） 業 務 を 円 滑 に 遂 ⾏ す る た め、 利 ⽤ ⽬ 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内 で 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 
を 委 託 す る 場 合  
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５ ． 個 ⼈ 情 報 取 扱 い の 委 託  

当 社 は 事 業 運 営 上、 お 客 様 に よ り 良 い サー ビ ス を 提 供 す る た め に 業 務 の ⼀ 部 を 外 部 に 委 託 し て い 
ま す。 業 務 委 託 先 に 対 し て は、 個 ⼈ 情 報 を 預 け る こ と が あ り ま す。 こ の 場 合、 個 ⼈ 情 報 を 適 切 に 取 
り 扱っ て い る と 認 め ら れ る 委 託 先 を 選 定 し、 契 約 等 に お い て 個 ⼈ 情 報 の 適 正 管 理・ 機 密 保 持 な ど に 
よ り お 客 様 の 個 ⼈ 情 報 の 漏 洩 防 ⽌ に 必 要 な 事 項 を 取 決 め、 適 切 な 管 理 を 実 施 さ せ ま す。  

 
６ ． 個 ⼈ 情 報 の 開 ⽰ 等 の 請 求  
お 客 様 は、 当 社 に 対 し て ご ⾃ ⾝ の 個 ⼈ 情 報 の 開 ⽰ 等 （利 ⽤ ⽬ 的 の 通 知、 開 ⽰、 内 容 の 訂 正・ 追 加・ 

削 除、 利 ⽤ の 停 ⽌ ま た は 消 去、 第 三 者 へ の 提 供 の 停 ⽌） に 関 し て、 当 社 「個 ⼈ 情 報 に 関 す る お 問 合 わ 

せ 窓 ⼝」 に 申 し 出 る こ と が で き ま す。 そ の 際、 当 社 は お 客 様 ご 本 ⼈ を 確 認 さ せ て い た だ い た う え で、 

合 理 的 な 期 間 内 に 対 応 い た し ま す。 開 ⽰ 等 の 申 し 出 の 詳 細 に つ き ま し て は、 下 記 の 「個 ⼈ 情 報 に 関 す 

る 苦 情・ 相 談 窓 ⼝」 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い。  

 

７ ． 個 ⼈ 情 報 を 提 供 さ れ る こ と の 任 意 性 に つ い て  
お 客 様 が 当 社 に 個 ⼈ 情 報 を 提 供 さ れ る か ど う か は、 お 客 様 の 任 意 に よ る も の で す。 た だ し、 必 要 な 

項 ⽬ を い た だ け な い 場 合、 各 サー ビ ス 等 が 適 切 な 状 態 で 提 供 で き な い 場 合 が あ り ま す。   

 
８ ． ご 本 ⼈ が 容 易 に 認 識 で き な い ⽅ 法 に よ る 取 得 す る 場 合 に つ い て  
クッ キー （ Cookies ） は、 お 客 さ ま が 当 社 の サ イ ト に 再 度 訪 問 さ れ た 際、 よ り 便 利 に 当 サ イ ト を 閲 
覧 し て い た だ く た め の も の で あ り、 お 客 さ ま の プ ラ イ バ シー を 侵 害 す る も の で は な く、 ま た お 客 さ ま 
の コ ン ピュー ター へ 悪 影 響 を 及 ぼ す こ と は あ り ま せ ん。  
  ま た 当 社 の サ イ ト で は 個 ⼈ 情 報 を ⼊ ⼒ し て い た だ く 部 分 に は す べ て SSL （ Secure   Sockets   Layer 
） の デー タ 暗 号 化 シ ス テ ム を 利 ⽤ し て お り ま す。 さ ら に、 サ イ ト 内 に お け る 情 報 の 保 護 に も ファ イ 
アー ウォー ル を 設 置 す る な ど の ⽅ 策 を 採っ て お り ま す。 た だ し、 イ ン ター ネッ ト 通 信 の 性 格 上、 セ 
キュ リ ティ を 完 全 に 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん。 あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い。  

 

９ ． 認 定 個 ⼈ 情 報 保 護 団 体 に つ い て  
 

当 社 が 加 ⼊ す る 認 定 個 ⼈ 情 報 保 護 団 体 は、 あ り ま せ ん。  
 
 
 

【個 ⼈ 情 報 に 関 す る 苦 情・ 相 談 窓 ⼝】  
お 客 様 の 個 ⼈ 情 報 に 関 す る お 問 合 せ に つ き ま し て は、 下 記 窓 ⼝ で 受 付 け て お り ま す。  

 
〒 106-0045   東 京 都 港 区 ⿇ 布 ⼗ 番 ３  ６  ２   NS ⿇ 布 ⼗ 番 ビ ル   ７ 階  
株 式 会 社 ピー ス ファ ク ト リー     苦 情 相 談 窓 ⼝  
メー ル ア ド レ ス ： privacy ＠ peacefactory.co.jp  
TEL ： 03-6722-0970   （受 付 時 間   9:00 〜 18:00 ）  
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Ⅱ ． 保 有 個 ⼈ デー タ の 請 求 ⼿ 続 き の ご 案 内  

 
当 社 で 保 有 し て い る 保 有 個 ⼈ デー タ に 関 し て、 ご 本 ⼈ 様 ⼜ は そ の 代 理 ⼈ 様 か ら の 利 ⽤ ⽬ 的 の 通 知、 開 
⽰、 内 容 の 訂 正、 追 加 ⼜ は 削 除、 利 ⽤ の 停 ⽌、 消 去 及 び 第 三 者 へ の 提 供 の 停 ⽌ の 請 求 （以 下、 「開 ⽰ 等 の 
請 求」 と い い ま す） に つ き ま し て は、 当 社 所 定 の 請 求 書 に よ り、 以 下 の ⼿ 続 き に て 対 応 さ せ て い た だ き ま 
す。  

 
１ ． 「開 ⽰ 等 の 請 求」 申 出 先  
「開 ⽰ 等 の 請 求」 は 「個 ⼈ 情 報 に 関 す る 苦 情・ 相 談 窓 ⼝」 宛、 当 社 所 定 の 請 求 書 に 必 要 書 類・ ⼿ 数 料 を 
同 封 の 上、 郵 送 に よ り お 願 い 申 し 上 げ ま す。  
 
２ ． 「開 ⽰ 等 の 請 求」 に 際 し て ご 提 出 い た だ く 書 類  
「開 ⽰ 等 の 請 求」 を ⾏ う 場 合 は、 (１) の 請 求 書 に 所 定 の 事 項 を 全 て ご 記 ⼊ の 上、 ご 郵 送 下 さ い。 請 求 書 ⽤ 
紙 に つ き ま し て は 下 記 の 該 当 す る ⽤ 紙 を 郵 便 で 送 付 い た し ま す。 な お、 ご 本 ⼈ 確 認 の た め、 運 転 免 許 証、 
パ ス ポー ト 等 の 本 ⼈ 確 認 書 類 の 写 し の 同 封 が 必 要 と な り ま す。  
（１）   当 社 所 定 の 請 求 書  

    「保 有 個 ⼈ デー タ 開 ⽰ 等 請 求 書」  
 

３ ． 代 理 ⼈ 様 に よ る 「開 ⽰ 等 の 請 求」 の 場 合  
「開 ⽰ 等 の 請 求」 を す る ⽅ が 代 理 ⼈ 様 で あ る 場 合 は、 ２ ． の （ 1 ） の 書 類 に 加 え て、 下 記 ３ ． （１） の 代 

理 ⼈ で あ る 事 を 証 明 す る 書 類 の 写 し の い ず れ か 及 び ３ ． （２） 代 理 ⼈ 様 ご ⾃ ⾝ を 証 明 す る 書 類 の 写 
し の い ず れ か を 同 封 し て く だ さ い。  

（１） 代 理 ⼈ で あ る 事 を 証 明 す る 書 類  
＜ 開 ⽰ 等 の 求 め を す る こ と に つ き 本 ⼈ が 委 任 し た 代 理 ⼈ 様 の 場 合 ＞  
① 本 ⼈ の 委 任 状 （原 本）  

＜ 代 理 ⼈ 様 が 未 成 年 者 の 法 定 代 理 ⼈ の 場 合 ＞  
      ① ⼾ 籍 謄 本  
      ② 住 ⺠ 票 （続 柄 の 記 載 さ れ た も の）  

③ そ の 他 法 定 代 理 権 の 確 認 が で き る 公 的 書 類  
＜ 代 理 ⼈ 様 が 成 年 被 後 ⾒ ⼈ の 法 定 代 理 ⼈ の 場 合 ＞  
① 後 ⾒ 登 記 等 に 関 す る 登 記 事 項 証 明 書  
② そ の 他 法 定 代 理 権 の 確 認 が で き る 公 的 書 類  

（２） 代 理 ⼈ 様 ご ⾃ ⾝ を 証 明 す る 書 類 の 写 し  
① 運 転 免 許 証  
② パ ス ポー ト  
③ マ イ ナ ン バー カー ド (表 ⾯)  
④   健 康 保 険 の 被 保 険 者 証  
⑤ 住 ⺠ 票  
⑥ 住 ⺠ 基 本 台 帳 カー ド  
※ 尚、 本 籍 地 情 報 は 都 道 府 県 ま で と し、 そ れ 以 降 の 情 報 は ⿊ 塗 り 等 の 処 理 を し て く だ さ い  
 

４ ． 「開 ⽰ 等 の 請 求」 の ⼿ 数 料 及 び そ の 徴 収 ⽅ 法  
利 ⽤ ⽬ 的 の 通 知 ⼜ は 開 ⽰ の 請 求 の 場 合 に の み、 １ 回 の 請 求 に つ き、 以 下 の ⾦ 額 （当 社 か ら の 返 信 費 を 
含 む） を 申 し 受 け ま す。 下 記 ⾦ 額 分 の 郵 便 定 額 ⼩ 為 替 を 請 求 書 類 の 郵 送 時 に 同 封 し て く だ さ い。  

    ⼿ 数 料 ⾦ 額 ： 2,000 円  
 

５ ． 「開 ⽰ 等 の 請 求」 に 対 す る 回 答 ⽅ 法  
原 則 と し て、 請 求 書 記 載 の ご 本 ⼈ 様 住 所 宛 に 書 ⾯ （封 書 郵 送） に て ご 回 答 申 し 上 げ ま す。  

◇ 「開 ⽰ 等 の 請 求」 に と も な い 取 得 し た 個 ⼈ 情 報 は、 開 ⽰ 等 の 請 求 へ の 対 応 に 必 要 な 範 囲 に 限 り 取 り 扱 い 
ま す。  
 
◇ 以 下 の 場 合 に は、 「開 ⽰ 等 の 請 求」 に お 応 え で き な い 場 合 が あ り ま す。 そ の 場 合 は、 そ の 旨 と 理 由 を 御 
通 知 申 し 上 げ ま す。 ま た、 不 開 ⽰ の 場 合 に つ い て も ⼿ 数 料 を い た だ き ま す の で ご 承 知 く だ さ い。  

① ご 本 ⼈ 様 ⼜ は 代 理 ⼈ 様 の 本 ⼈ 確 認 が で き な い 場 合  
② 所 定 の 申 請 書 類 に 不 備 が あっ た 場 合  

          ③ 開 ⽰ 等 の 請 求 の 対 象 が 「保 有 個 ⼈ デー タ 情 報」 に 該 当 し な い 場 合  
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      ④ 利 ⽤ ⽬ 的 を 本 ⼈ に 通 知 し、 ⼜ は 公 表 す る こ と に よっ て 本 ⼈ ⼜ は 第 三 者 の ⽣ 命、 ⾝ 体、 財 産 そ の 他 
        の 権 利 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る 場 合。  
      ⑤ 利 ⽤ ⽬ 的 を 本 ⼈ に 通 知 し、 ⼜ は 公 表 す る こ と に よっ て 当 社 の 権 利 ⼜ は 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ 
        が あ る 場 合。  
      ⑥ 国 の 機 関 ⼜ は 地 ⽅ 公 共 団 体 が 法 令 の 定 め る 事 務 を 遂 ⾏ す る こ と に 対 し て 協 ⼒ す る 必 要 が あ る 場  
        合 で あっ て、 利 ⽤ ⽬ 的 を 本 ⼈ に 通 知 し、 ⼜ は 公 表 す る こ と に よっ て 当 該 事 務 の 遂 ⾏ に ⽀ 障 を 及 ぼ 

す お そ れ が あ る と き。  

 
 

以 上  


